
税 

金

◆
◆
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国
民
健
康
保
険
税
第
1
期
の
納
付

7
月
31
日（
金
）
ま
で
に

国
民
健
康
保
険
税
第
1
期
分
の
納
期
限

は
、
7
月
31
日
（
金
）
で
す
。　

納
期
限

を
過
ぎ
る
と
、
そ
の
日
数
に
応
じ
て
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
忘
れ
の
な

い
よ
う
に
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
な
ど
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
税
務
課

　
　
　

金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課

　
　
　
　

清
水
行
政
局
住
民
福
祉
室

国
民
健
康
保
険
税
の

賦
課（
ふ
か
）限
度
額
に
つ
い
て

平
成
27
年
度
か
ら
税
制
改
正
に
伴
い
、

国
民
健
康
保
険
税
の
医
療
分
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
お
よ
び
介
護
納
付
金
分
の
賦

課
限
度
額
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

医
療
分
の
賦
課
限
度
額
が
51
万
円
か
ら

52
万
円
、
支
援
金
分
の
賦
課
限
度
額
が

16
万
円
か
ら
17
万
円
、
介
護
分
の
賦
課
限

度
額
が
14
万
円
か
ら
16
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
税
務
課

国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
措
置
に
つ
い
て

平
成
27
年
度
か
ら
低
所
得
者
に
対
す
る

軽
減
措
置
の
拡
大
の
た
め
、
2
割
・
5
割

軽
減
の
判
定
基
準
所
得
が
変
更
に
な
り
ま

し
た
。

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
世
帯
の
所
得
基
準
額
は
、
次

の
計
算
方
法
と
な
り
ま
す
。

※
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
は
、
国
保
か

ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
さ
れ

た
方
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
と
な
っ
た
後
も
、
世
帯
主
が
変
わ
ら

ず
、
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
方
を
い
い

ま
す
。

国
保
の
納
税
義
務
者
、
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
、
お
よ
び
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
の
総
所
得
金
額
な
ど
の
合
計
が
、
表
の

計
算
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
基
準
額
を

下
回
れ
ば
、
課
税
す
る
均
等
割
・
平
等
割

が
該
当
す
る
割
合
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

軽
減
に
つ
い
て
は
申
請
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
原
則
的
に
世
帯
の
対
象
者
全

員
の
方
の
所
得
申
告
な
ど
が
さ
れ
て
い
な

い
と
軽
減
判
定
が
で
き
な
い
た
め
、
未
申

告
者
が
1
人
で
も
い
れ
ば
軽
減
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
収
入
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
所
得
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
税
務
課

軽減割合 軽減判定基準額

2 割 ◎総所得金額の合計が
　33 万円＋（国保被保険者数＋特定同一世帯所属者数）× 47 万円　以下

5 割 ◎総所得金額の合計が
　33 万円＋（国保被保険者数＋特定同一世帯所属者数）× 26 万円　以下

7 割 ◎総所得金額の合計が 33 万円　以下

平成 26 年度 平成 27 年度

医 療 分 51 万円 52 万円

支 援 金 分 16 万円 17 万円

介 護 分 14 万円 16 万円

合 計 81 万円 85 万円
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